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開    会 

 

○笹瀬会長 それでは、ただいまから電波監理審議会を開会いたします。 

 本日の５月期の会議につきましては、委員各位のスケジュールの状況を踏ま

えまして、電波監理審議会決定第６号５項のただし書に基づきまして、委員全

員がウェブによる参加とさせていただきました。 

 本日の議題はお手元の資料のとおり、報告事項１件、審議事件１件となって

おります。 

 それでは、まず最初に、本日は、有効利用評価方針改定案につきまして審議

を行いますので、総合通信基盤局の職員の方に入室していただくように連絡よ

ろしくお願いします。 

 

報告事項 

 

（１）有効利用評価部会の活動状況 

 

○笹瀬会長 それでは、議事を開始いたします。 

 本日は審議会より総務省の総合通信基盤局の同席を求めておりまして、今川

総合通信基盤局長、荻原電波部長、中村電波政策課長、入江移動通信企画官に

同席をお願いしております。私から指名した場合や各委員からの求めがあった

場合に関しては、総務省から補足的な説明をいただけるように行っていただけ

るようお願いしています。よろしくお願いします。 

 それでは、報告事項、有効利用評価部会の活動状況につきまして、林部会長

から御説明よろしくお願いいたします。 
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○林委員 委員の林でございます。 

 それでは、有効利用評価部会の活動状況につきまして、御報告を申し上げた

いと存じます。お手元の報告資料を御覧いただければと存じます。 

 部会につきましては、前回の３月期の電波監理審議会以降、４回開催をいた

しております。各回の詳細も記載してございますけれども、本日は、このペー

ジの上側の表を基に、各回の主な概要を御報告いたします。 

 第２８回を３月１８日に開催いたしました。そこでは総務省より、令和５年

度の各種無線システム、７１４ＭＨｚ超の周波数帯に係る電波の利用状況の調

査結果の全般的な御報告をいただいたところです。 

 次の４月３日の第２９回では、総務省より公共業務用無線局に係る調査結果

の御報告のほか、７１０ＭＨｚ超の重点調査につきまして、詳細報告を受けて

いるところでございます。 

 その後、４月１９日の第３０回では、公共業務用無線局、及び重点調査に係

る評価結果案の議論を行うとともに、総務省より７１４ＭＨｚ超の７つの周波

数区分のうち、４区分の詳細報告がございました。 

 今月７日の第３１回では、４区分の評価結果案の議論を行いました。それと

ともに、総務省より残る３区分、及び総合通信局の調査結果の詳細報告を受け

ております。また、携帯電話等に関する有効利用評価方針の改定案に係る意見

募集の結果、提出された御意見につきまして、電波監理審議会の考え方の案の

検討を行いました。この意見の考え方の案につきましては、本日の後ほどの審

議事項のほうで御審議をお願いしたいところでございます。 

 最後に、今後の予定といたしましては、５月２４日に部会を開催いたしまし

て、公共業務用無線局及び７１０ＭＨｚ超の周波数帯に係る評価結果案の全体

の取りまとめを行う予定といたしております。 

 部会からの報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。 
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○笹瀬会長 林部会長どうもありがとうございました。 

 それでは、御意見、御質問等ございますでしょうか。大久保会長代理、いか

がでしょうか。 

○大久保代理 大久保です。評価部会の先生方には大変お忙しい中、詳細な御

検討いただきまして、ありがとうございます。私のほうからは特にございませ

ん。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございます。長田委員、いかがでしょうか。 

○長田委員 長田からもございません。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございます。矢嶋委員、いかがでしょうか。 

○矢嶋委員 矢嶋からも特にございません。評価部会の皆様には本当に感謝い

たします。 

○笹瀬会長 よろしいでしょうか。私からも特にございません。 

 林部会長どうもありがとうございました。かなり詳細な議論、説明をしてい

ただきまして、どうもありがとうございます。 

 林委員、何かございますか。 

○林委員 特にございません。また、引き続きの検討を行ってまいりたいと思

いますので、御指導のほどよろしくお願いいたします。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。 

 

審議事項 

 

（１）有効利用評価方針改定案 

 

○笹瀬会長 それでは、引き続きまして、有効利用評価方針の改定案につきま

して、審議を行いたいと思います。 
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 本改定案に関しましては、３月１６日から４月１９日まで意見募集を行いま

して、提出された意見を取りまとめ及び意見に関する当審議会の考え方の案の

作成につきまして、部会において検討、対応いただきました。 

 それでは、これも林部会長のほうから御説明よろしくお願いします。 

○林委員 承知いたしました。それでは、審議資料の資料１を御覧いただけれ

ばと存じます。審議事項でございます。 

 有効利用評価方針の改定案につきましては、意見募集の結果、計９件、内訳

といたしましては、法人６件、個人３件から意見の提出がございました。 

 先に御報告させていただきましたとおり、５月７日開催の部会におきまして、

これについて検討を行いまして、表に提出された意見及び電波監理審議会の考

え方の案をそれぞれお示ししてございます。 

 全体といたしましては、提出意見を踏まえて、改定案の修正を要するという

ものはなかったとしておりますけれども、御意見と考え方の案の内容について

御説明の上、御審議をお願いしたいと思います。 

 説明は、事務局の方からお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

○宮良幹事 事務局でございます。それでは、御意見及び考え方案につきまし

て、ポイントを絞りながら、御説明申し上げます。 

 まず、ナンバー１から４につきましては、全般的な御意見でございます。ナ

ンバー１のドコモからの御意見につきましては、前段につきましては、社会課

題への取組などについても、周波数の有効利用として考慮いただくよう基準を

検討いただきたいとの意見。中段は、５Ｇの専用波、つまりサブ６や２８ＧＨ

ｚ帯については、当面の間、総通局ごとのモニタリングの数値とし、全国合算

のみで評価するなど、事業者側の裁量等を確保していただくことを希望する旨、

後段は利用状況調査の簡素化に関する御意見です。 
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 意見の右側の欄の考え方案でございますが、前段につきましては、電波の有

効利用に係る基準等については、御指摘の点も含め、適時適切に行ってまいる

旨、中段は、全国のみならず、総通局ごとの電波の有効利用の程度に係る評価

を行っていくことが、地域におけるさらなる電波の有効利用の促進に資すると

考えられることから原案のとおり、後段につきましては、調査の御意見ですの

で、総務省において今後の参考にしていただきたいと考えるとしてございます。 

 ２ページ目でございます。ナンバー２、ＫＤＤＩからは、新たな政府方針等

に伴い、有効利用評価方針の見直しを実施する場合、新たな評価基準等の適用

については、十分な期間を確保するなどの配慮をお願いしたいという意見です。 

 考え方案といたしましては、新たな評価方法及び基準を設ける場合には、い

ただいた意見も参考にしつつ、適切に対応してまいりますとしてございます。 

 ナンバー３、ソフトバンク、ＷＣＰからの御意見は、前段は賛同の御意見、

後段につきましては、各評価基準への個別の意見につきまして、この資料では

この後、項目ごとに分けた形で掲載をしておりますので、考え方案といたしま

しては、後述のナンバー８などの考え方を御参照くださいとしてございます。 

 ナンバー４のＵＱからの御意見は、ナンバー２と同様な御意見ですので、考

え方の案も同様としてございます。 

 ナンバー５のＫＤＤＩ、次の３ページ目、ナンバー６のＵＱからの御意見は、

いずれも利用状況調査の調査項目、粒度に関する御意見ですので、考え方案は

総務省において、今後の参考にしていただきたいとしてございます。 

 続きまして、ナンバー７でございます。ここから評価基準等に関する御意見

になります。ＫＤＤＩからの御意見です。提出意見にございます、評価方針の

注釈２０につきましては、考え方案の欄にこの内容を記載しておりますので、

考え方案の欄を御覧いただければと思います。 

 ２行目の括弧書きでございますが、最も低い人口カバー率の評価の基準を超
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えるために要する期間は、変更前の通信規格、つまり、３Ｇサービスを終了し

た時点から５年以内として、評価を行うものとする。ただし、特段の事情があ

る場合は、これを考慮するものとするとしております。 

 ＫＤＤＩの意見に戻りますが、同社は、他社に先行して令和４年３月末に３

Ｇサービスを終了しているため、変更前の通信規格を終了した時点ではなく、

評価方針改定年度の年度末から５年以内と読替えを希望するといった御意見で

す。考え方案でございますが、注釈は、ただし書で特段の事情がある場合を考

慮するとしてございますので、後段部分になりますが、このただし書の適用に

ついては、総務省からの電波の利用状況調査の結果報告に基づき、いただいた

意見も参考としつつ、事業者ヒアリング等の必要な調査を行った上で、検討を

行ってまいりますとしてございます。 

 続いて、ナンバー８、ソフトバンク、ＷＣＰからの御意見です。ミリ波の基

地局数につきましては、周波数対平均値の１１０％以上がＳといったような相

対評価としてございますが、この基準につきまして、相対評価とはせず、可能

な限り合理的な基準による評価を行うことが望ましいという点、また、やむを

得ず、周波数体平均値の評価を行う場合は、事業者の予見性確保への配慮の観

点から、当年度ではなく、前年度の周波数帯平均値を用いることが望ましいと

いった御意見でございます。 

 考え方案といたしましては、前段の御意見については、スポット的に利用さ

れるミリ波帯の基地局数の評価は、基地局の数に係る絶対評価の適切な基準の

設定、例えば、Ｓ評価は何万局以上といったような設定は困難と考えられるた

め、各社間の競争による基地局の整備促進も期待し、原案のとおり、基地局数

の周波数対平均値による相対評価を行うことが適切と考えますとしてございま

す。 

 後段につきましても、例えば、前年度の周波数帯平均値から何％以上であれ
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ばＳ評価といったような増分を考慮した適切な評価基準の設定は困難と考えら

れるため、原案のとおりとしてございます。 

 続いて、ナンバー９、ソフトバンク、ＷＣＰからの面積カバー率に関する御

意見です。前段につきましては、さきの意見と同様、相対評価とはせず、可能

な限り、合理的な基準による評価を希望する意見、後段につきましては、相対

評価を行う場合は、電波特性の近い近接する周波数帯と比べて突出して評価が

高い値は、特別にＳＳ評価とするなど、別に扱うとの措置も検討するべきとい

った御意見です。 

 考え方案といたしまして、前段につきましては、面積カバー率は、山地など

の人が居住していないエリアを含む指標であることから、人口カバー率でいう

１００％がＳＳ評価といった、絶対評価の適切な基準の設定が困難と考えられ

るため、各社間の競争による面積カバー率の拡大も期待し、原案のとおり。後

段につきましては、基本的に同一周波数帯において、事業者間の実績値に大き

な差分が生じている場合は、当該実績値の低い事業者に一層の努力を求めたい

と考えますが、御意見の趣旨については、今後の参考とするとしてございます。 

 ナンバー１０から１３までは基盤展開率に関する御意見です。 

 ナンバー１０、ＫＤＤＩからは、基地局を別な場所へ移設しなければならず、

代替地の手配に相当の期間が必要なケースでは、Ｒ評価を希望するといった御

意見です。考え方案といたしましては、評価については、事業者ヒアリングな

どの必要な調査を行った上で検討を行ってまいるとしてございます。 

 ５ページ目のナンバー１１、ソフトバンク、ＷＣＰからは、基盤展開率の評

価基準について、下から４行目となりますが、基盤展開率は、人口カバー率と

別な尺度で評価、例えばとして、基準値ＳからＣを１５％ごとなどの等間隔と

することが実態に即した基準となると考えるとの御意見でございます。 

 考え方案といたしましては、人口カバー率と基盤展開率で異なる基準を設け
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ること、特に人口カバー率の基準値よりも相当程度低い基準値、これは括弧書

きでございますが、人口カバー率のＡ評価は９０％以上のところ、御意見のと

おりとした場合、８０％以上となりますので、御意見のとおりの基準値を設定

することについて、相当の理由があるとまでは言えないと考えることから原案

のとおりとしてございます。 

 ナンバー１２、楽天モバイルからの意見は下から３行目になりますけれども、

サブ６のエリアカバー率の評価基準は、適切なタイミングで、人口カバー率の

みとすることが望ましいとの御意見でございます。 

 考え方案といたしまして、こちらは、さきの３月に公表済みの評価結果にお

きまして、将来的には、人口カバー率や面積カバー率に基づく評価を行ってい

くことが望ましいことから、適切なタイミングで評価基準を見直す方向で検討

していく旨の記載がございますので、その旨を記載してございます。 

 ナンバー１３から１５までは通信量に関する御意見です。 

 ナンバー１３、ＮＴＴドコモからは、スリープ制御によるネットワークの省

電力化等の取組も加味した評価となるよう基準値について検討を希望するとの

御意見です。 

 考え方案は、前段は、社会解決課題に関する取組は理解するとし、後段は、

通信量に係る評価の在り方については、いただいた意見も踏まえ継続的に検討

を行ってまいりますとしてございます。 

 ナンバー１４、ＫＤＤＩからは、後段のパラグラフでございますが、通信量

の有効利用評価は、各周波数区分による評価ではなく、全周波数合算により評

価いただくほうが、周波数の有効利用を評価する方法として適切と考えるとい

った御意見です。 

 考え方案といたしまして、通信量に係る評価について、全周波数合算のみに

よる評価を行った場合、周波数帯ごとの通信量に係る電波の有効利用の程度の
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評価を行うことが困難になることから、原案のとおりとしてございます。 

 後段は、先ほどと同様でございます。 

 ナンバー１５、ソフトバンク、ＷＣＰからは、ＮＲ化、つまり、５Ｇ化に伴

う前年度からのトラヒック総量の減少については、評価の際、配慮いただきた

いとの御意見です。 

 考え方案は、事業者ヒアリングなどの必要な調査を行った上で、検討を行っ

てまいるとしてございます。 

 ナンバー１６、１７につきましては、技術導入状況の評価基準にＳＡを追加

することに対する御意見です。 

 ナンバー１６、ＮＴＴドコモからは、ニーズやサービスと連動して展開する

ことがビジネス拡大につながると考えることから、現時点ではモニタリング指

標としていただくことを希望するという御意見です。 

 考え方案は、５Ｇの特徴を最大限発揮するためには、ＳＡの導入の進展が期

待される旨、本改定案では、国内におけるＳＡ導入のさらなる促進のため、原

案のとおりとしてございます。 

 なお書きにつきましては、実績に関わる評価基準では、周波数帯ごとにＳＡ

を評価区域内の一部の都道府県において導入している場合はＡ、全ての都道府

県で導入している場合はＳ評価としており、ニーズ等に応じた周波数帯や、地

域から順次ＳＡ展開を行っていくことを期待しますとしてございます。 

 ナンバー１７、楽天モバイルからは、５ＧＳＡは、５ＧとＬＴＥとのキャリ

アアグリゲーションができないため、５Ｇのノンスタンドアローンと比べて、

ユーザー体感が下がる可能性があるなどから、ＳＡを評価基準とするべきでは

ないといった御意見です。 

 考え方案の前段は、先ほどのナンバー１６と同様でございまして、後段のな

お書き部分につきましては、通信品質に影響がない周波数帯や地域から順次、
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ＳＡ展開を行っていくことを期待しますとしてございます。 

 ナンバー１８、ソフトバンク、ＷＣＰからは、６ＧＨｚ以下の周波数帯の総

合的な実績評価ＳからＣの基準は、人口カバー率または基盤展開率の評価を参

照していますが、トラヒック処理に適した周波数帯では、技術導入状況の評価

結果を反映することが適切と考えるといった御意見です。 

 考え方案といたしましては、６ＧＨｚ以下の周波数自体の総合的な評価につ

いては、電波の有効利用の程度の評価として、エリアカバー率が重要との考え

方に基づき評価基準を設定しており、総合的な評価の在り方については、いた

だいた御意見を踏まえ、適時適切に検討を行ってまいるとしてございます。 

 ナンバー１９、こちらも総合的な評価について、ミリ波帯については、基地

局数に加えて、技術導入状況の評価結果を反映することが適切と考えるといっ

た御意見です。 

 考え方案の前段は、ミリ波帯の総合的な評価については、電波の有効利用の

程度の評価として、基地局数が重要との考え方に基づき、基準値を設定してい

る旨、後段は先ほどと同様でございます。 

 ナンバー２０、ソフトバンク、ＷＣＰよりミリ波の評価について、前段につ

きましては、６ＧＨｚ以下の周波数帯と電波特性が異なること等から、人口カ

バー率など、カバレッジ仕様とは別な観点による評価基準を検討する方向性が

示されたものと理解しているとの御意見。後段は、真ん中下に記載がございま

すが、※１、ソリューションやアプリケーションのメニュー数、※２、メニュ

ーが利用可能となるメッシュ数を組み合わせた評価を行うことなどが有用と考

えるといった御意見です。 

 考え方案といたしまして、前段は御理解のとおりとし、後段につきましては、

今後の事業者ヒアリングなどにおいて、ミリ波帯を活用したソリューションや

アプリケーションの利用実態、今後の展望等を把握した上で、ミリ波帯の評価
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の在り方について、適時適切に検討を行ってまいりますとしてございます。 

 この後、個人の方からナンバー２１以降、御意見頂戴しておりますが、本日

の説明は割愛させていただき、最後に、表の下の注書きでございますが、こち

らは事前に御意見の内容を御覧いただいたところでございますけれども、本改

定案と無関係と判断されるものが１件ございましたので、その旨記載を行って

ございます。 

 説明長くなりまして恐縮ですが、林部会長へお返しいたします。 

○林委員 どうもありがとうございました。 

 御説明は以上でございます。よろしく御審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

○笹瀬会長 宮良さん、どうもありがとうございました。林部会長もどうもあ

りがとうございました。 

 それでは、ただいまの御説明に関しまして、皆さんから御意見、御質問等ご

ざいますでしょうか。大久保会長代理、いかがでしょうか。 

○大久保代理 大久保です。詳細な御説明ありがとうございました。私のほう

から特にございません。 

○笹瀬会長 ありがとうございます。長田委員、いかがでしょうか。 

○長田委員 長田でございます。部会の皆様、先生方に御検討いただいており

ますので、大丈夫です。 

○笹瀬会長 ありがとうございました。矢嶋委員、いかがでしょうか。 

○矢嶋委員 私も原案に賛成いたします。追加のコメントはございません。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございます。 

 私から特に意見はないんですけれども、この中で幾つか、ヒアリングの際に

聞いて考慮すべき、検討することがあるので、そこはぜひ林部会長、メモを取

っていただいて、質問できるようにお願いいたしたいと思います。 
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 特にミリ波のところです。ミリ波は今、基地局数で測っているんですけども、

たしか２０番かな、ソフトバンクさんの質問のように、例えばソリューション

やアプリケーションのメニューの数とか、それからスポット、広がり、こうい

うものをどう評価すればいいかということに関して、ヒアリングの際に実態を

お伺いできるような機会があるといいと思いますので、どうぞよろしくお願い

いたします。 

○林委員 承知いたしました。ヒアリングの機会でしっかりそこを確認したい

と思います。 

○笹瀬会長 それでは、林部会長、もしくは事務局の方から何か追加の説明と

かコメントございますか。 

○林委員 私からは特にございません。 

○宮良幹事 事務局からも特にございません。 

○笹瀬会長 よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。 

 それでは、有効利用評価方針の改定案及び意見募集の提出意見に関する当審

議会の考え方につきましては、案のとおりとすることとしまして、改定後の有

効利用評価方針につきまして、資料のとおり、決定したいと思います。 

 改定後の有効利用評価方針及び意見募集の提出意見に関する当審議会の考え

方につきましては、この審議会終了後に公表したいと思います。公表に関しま

しては、事務局のほうで対応よろしくお願いします。よろしいでしょうか。 

○宮良幹事 事務局でございます。承知いたしました。 

○笹瀬会長 それでは、林委員におかれましては、部会において案の整理いた

だきまして、どうもありがとうございました。また、事務局の皆様どうもあり

がとうございました。 

○林委員 ありがとうございました。 

○笹瀬会長 長田委員、矢嶋委員におかれましても、いろいろ御議論いただき
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まして、ありがとうございました。よろしいでしょうか。 

 それでは、本審議事項につきましては、これで終了したいと思います。どう

もありがとうございました。 

○矢嶋委員 ありがとうございました。 

○笹瀬会長 以上で審議事項を終了いたしますので、総合通信基盤局の職員の

方、御退室よろしくお願いいたします。 

 

閉    会 

 

○笹瀬会長 それでは、本日の会議これにて終了といたします。 

 次回は令和６年の６月５日の水曜日の１５時からを予定しております。 

 それでは、本日の審議会を閉会いたします。どうもありがとうございました。 

 

 


